
消費者団体訴訟制度の施行（平成１９年６月７日）に向けた

準備状況について

平成１９年 ２月２１日

国民生活局消費者企画課

１．内閣府令、ガイドライン等の制定（別添１）

・ 消費者契約法施行規則、適格消費者団体の認定、監督等に関する

ガイドラインを平成１８年２月１６日付けで制定、公布。

・ 欠格事由該当法律（消費者利益擁護関係法律）を選定する政令は、

今通常国会提出法案にも該当法律がないか精査の上、今後、制定。

２．制度説明会の開催など制度の普及啓発の推進（別添２）

・ 昨年１１月には、東京、大阪でシンポジウムを開催。

・ 昨年１２月から、内閣府及び全国４７都道府県の共催で、制度概要

説明会を開催。既に４１都道府県で実施済み。

・ 消費者団体や事業者団体等の求めに応じ、随時、説明会等を開催。

・ 今後も、普及啓発を推進（パンフレット・ポスター、逐条解説書等）。

３．制度運営のための基盤の整備

制度施行に向け、

・ 適格消費者団体間の情報共有に資する専用の電子掲示板

・ 判決や和解の概要の周知・公表や認定申請書の公告縦覧等を行うた

めの内閣府ＨＰ

を整備。



消費者契約法施行規則（案）に対する意見募集の結果について

平成１９年２月
内閣府国民生活局

意見募集期間：平成１８年１１月２９日～平成１８年１２月２８日

受 付 件 数：２８件
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○消費者契約法施行規則（案）について

「施行規則案」 寄せられた主な御意見 内閣府としての対応・考え方
第２条第４項 特定の事業者の関係者の範囲

・ 当該事業者の役職員のほか、過去二年間に ・過去二年間の役職員を含めるのは適当ではない。 ○ 原案通り

役職員であった者 ・過去五年間程度の役職員も含めるべき。 当該事業者を退職直後の者は、当該

事業者と強い関わりを有すると考えら

れること、同趣旨のもと「過去二年

間」は関係者に含めるものが他の法

律でも多数みられることから、「過

去二年間」としています。

第３条 事業の区分（理事総数の二分の一を超

えてはならない「同一業界」関係者の区分）

・ 原則、日本標準産業分類の中分類による。 ・「弁護士事務所及び司法書士事務所」は、別の分類（「法律事務 ○ 原案通り

ただし、中分類「他に分類されない専門サ 所」、 「司法書士事務所」）とすべき。 本制度は、「消費者団体」に差止請求

ービス業」については、「法律事務所及び司 権を認める制度として制度化された

法書士事務所」とその他の専門サービス業を ものであること（外国では、事業者

別分類化 団体に認めているものもあり）、弁

護士・司法書士も事業者等からの独

立性の問題に無関係とは言えないこ

と、弁護士・司法書士以外の方々に

理事としての参画を頂くことにつき

弁護士・司法書士主体の団体のみに

特別困難な問題があるとは言えない

こと、そうした中で、既に「弁護士

及び司法書士」は行政書士等他の専

門サービス業とは別の分類として特

別の配慮をしていることから、原案

通りとさせて頂きました。

なお、弁護士・司法書士について

は、理事のほか、検討部門における

「法律の専門家」としての参画が大
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いに期待されるところです。（法第

１３条第３項第５号ロ）。

・社団法人、財団法人、特定非営利活動法人や法律専門家などの ○ 原案通り

専門サービス業者は事業者として考えるべきではない。 事業者に該当しないものとして扱う

のは、法第１３条第３項第４号ロ後段

において、同項第２号の要件に適合す

る者に限られています。

第４条 消費生活に関する事項について専門的

な知識経験を有する者に係る要件

・ 消費生活相談に関する有資格者で消費生活相談業 ・業務従事期間の要件は不要とすべき。 ○ 原案通り

務に一年以上従事した者等 ・業務従事期間を「一年以上」から「五年以上」と厳格化すべき。 「一年以上」の実務経験で相応の知

識経験を具備するものと考えていま

す。なお、選任の基準が業務規程に適

切に定められていることや、業務の規

模・内容に応じた必要数の配置等が必

要です（施行規則第６条第３号、ガイ

ドライン「２．適格消費者団体の認定

（３）体制及び業務規程（法第１３条

第３項第３号関係）、（５）差止請求関

係業務を適正に遂行することができる

専門的な知識経験（法第１３条第３項

第５号関係）」参照）。

・弁護士、司法書士、行政書士であっても消費者団体の役員を一定 ○ 原案通り

期間行っていれば、消費生活に関する専門家として認めるべき。 消費者団体の役員等は、弁護士、司

法書士、行政書士であることをもっ

て、一律に特別の扱いをするのではな

く、第４条第２号の「同等以上のも

の」に該当するか内閣総理大臣が個別

に判断するのが適当と考えます（ガイ

ドライン「２．適格消費者団体の認定

（５）差止請求関係業務を適正に遂行
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することができる専門的な知識経験

（法第１３条第３項第５号関係）イ」

参照）。

第５条 法律に関する専門的な知識経験を有す

る者に係る要件

・ 弁護士、司法書士のほか、大学の法律学の ・法律の専門家に行政書士も含めるべき。 ○ 原案通り
教授又は准教授等 当該「法律の専門家」に求められる

のは、差止請求の要否及びその内容に

ついての検討に関する法律の専門的知

識経験であること（法第１３条第３項

第５号ロ）を踏まえ、原案通りとさせ

て頂きました。

・教授又は准教授については、必ずしも適任とは言えず再考の必 ○ 原案を一部修正し、「法律学の教

要。 授・准教授」を「民事法学その他の差

止請求の要否及びその内容につい

ての検討に関する科目を担当する教

授・准教授」に修正しました（修正後

の第５条第３号）
法律学の教授・准教授といっても専

門分野が様々なこと、当該「法律の専

門家」に求められるのは、差止請求の

要否及びその内容についての検討に関

する法律の専門的知識経験であること

（法第１３条第３項第５号ロ）を踏ま

え、修正することとしました。

なお、当該「法律の専門家」はその

専門的知識経験に基づく助言等を行う

ことになりますが、不特定多数の消費

者利益のための差止請求権の適切な行

使（法第２３条第１項）、差止請求権の

濫用の禁止（法第２３条第２項）とい

った規律に則った行動が求められま
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す。

第８条・第１２条 認定の申請・変更の届出の際

の添付書類

・添付書類につき負担の軽減を図る必要。 ○ 原案を一部修正し、添付書類のう
ち住民票について、住民票に代わる
書類でも可とするとともに、単なる住
所変更の届出には、住民票の添付を
不要としました（修正後の第８条第２
項、第１２条第２項）。

添付書類については、認定の審査

等を適切に行う見地から、必要な書

類を提出して頂くことにしているも

のです。

住民票については、住民票記載事

項証明書等でも足りることから、こ

れに代わる書類を認めることとしま

した。また、住民票等は、役員及び

専門委員の実在性の疎明のため提出

して頂くものです。認定時の役員等

が住所変更をした場合には、当該役

員等については既に認定時に確認済

みであり、再度住民票等を提出して

頂く必要はないため、添付を不要と

しました。

第12条第３項 変更の届出義務を免除する軽

微変更の該当事由

・ 社員の数及び社員である団体の構成員の数 ・１/10以上の増減であっても届出不要とすべき。 ○ 原案を一部修正し、社員である団

の１/10未満の変更は、変更の届出不要 体の構成員数の変更は増減割合を

問わず届出不要としました（修正

後の第12条第3項）。
「社員である団体の構成員」は

「議決権を有する社員」と比べ随時

把握する必要性が低いこと、年度末
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の数は別途報告を受ける仕組みとな

っていること（法第３１条第６項）

を踏まえ、届出を不要としました。

第22条 調査を行う者の選任等

・ 学識経験を有し公正な判断をすることがで ・外部監査を絶対的な要件とすべきでない。 ○ 原案通り

きる第三者から当該適格団体が選任 ・適格団体が自ら調査実施者を選任することは、調査の信頼性を確 業務の適正性・制度の信頼性を保

保する上で不十分。調査の透明性・公正性が疑われる一定の場合 つためには、外部の者（第三者）に

は監督官庁が関与する仕組みが必要。 よる調査が必要と考えられます。

なお、当該学識経験者の選任・解

任の基準等の審査を通じて、内閣総

理大臣の所要の監督が及ぶ仕組みと

なっています（第６条第６号）。

第25条 経理に関し備え置く書類への記載事項

・５万円超の会費納入者名、寄附者名等 ・５万円とすることは不適当。少なくとも20万円程度とすべき。 ○ 原案通り

・５万円とすることは妥当。 寄附金の受領、事業者との取引関

係等を通じた差止請求権の不適正行

・第５順位までの事業収入、支出 ・第５順位まで記載することは負担であり、金額の下限を定めるべき。 使を防ぐためには、金の出入りはで

きるだけ透明にすることにより、適

格団体自身あるいは事業者一般によ

る自己規律の発揮を促す必要があり

ます。

第30条・第31条

国民生活センター等が提供する情報等

・ 国民生活センター・地方公共団体（「セン （第３０条関係）
ター」）は、ＰＩＯ―ＮＥＴ情報を、センタ ・規則第３０条は第１項第１号、第３号及び第５号、第５項、第６項の ○ 原案通り
ー共通の手続に則り、適格消費者団体に提供 みを残し、他の条件は撤廃すべき。差止請求該当行為が行われて 通常は提供されない事業者名入り

できる。 いると独立行政法人又は地方公共団体が把握した場合、積極的に の情報を提供可能とするに当たって

適格団体と連携することができることも明文化すべき。 の手続規定であること、個人情報の

保護に留意する必要があることを踏

まえて規定しています。

（第３１条関係）
・国民生活センターからは、提供した情報の照会先（該当地方公共 ○ 施行規則については原案通りです
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体等）・都道府県別の情報等も提供すべき。 が、運用上の措置として、国民生活
・PIO-NET情報だけでなく、具体的な勧誘態様や具体的な契約条 センターにおいて、提供した情
項など、より詳細な情報を含めるべき。 報の照会先を示し得る運用が行
・PIO-NET情報は有効に活用して欲しいとは思うが、個人情報の保 われる予定です。
護に留意するなど慎重な対応も必要。

・ 上記の規定は、センターが消費者契約法以 ・PIO-NET情報以外の情報について、地方公共団体は、新た また、第３１条第2項について、
外の法令（条例を含む。）の規定により な条例の制定がなくとも、現行の条例及び諸規則に則っ 規定の趣旨（下記参照） を十分周
ＰＩＯ―ＮＥＴ情報以外の情報を提供するこ た情報提供ができる旨規定し、また、周知を図るべき。 知していきます。
とを妨げるものではない。 ・法以外の法令（条例を含む。）について、情報公開法 ・ＰＩＯ―ＮＥＴ情報以外の情報

と情報公開条例並びに個人情報保護法と個人情報保護条 は、各地方公共団体等が独自に保有

例であることを明示すべき。 する個別性の強い情報です。

・地方公共団体が本制度の実効的な実施のために必要と認める場 したがって当該情報の提供は、当

合には、本規則に基づき、PIO-NET情報以外の情報を提供できる 該地方公共団体の条例等関係法令

とすべき。 （例えば個人情報保護条例）に則る

・相談者の事前了解なくPIO-NET情報以外の詳細な情報が提供さ 必要があります。

れると信頼を失い消費生活相談自体が崩壊するおそれが高いた ・地方公共団体は、新たな条例の制

め、提供には相談者の事前了解が必要とすべき。 定がなくとも、現行の条例等に則っ

た情報提供は可能であり、その旨周

知していきます。



適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン（案）
に対する意見募集の結果について

平成１９年２月
内閣府国民生活局

意見募集期間：平成１８年１１月２９日～平成１８年１２月２８日

受 付 件 数：２９件
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○適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(案）について

「ガイドライン案」 寄せられた主な御意見 内閣府としての対応・考え方

２．適格消費者団体の認定

（２）団体の目的及び活動実績（法第13条第３項

第２号関係）

・原則二年以上の活動実績が必要 ・制度開始時の当面は、活動及び体制の充実度に配慮し、活動期 ○ 原案通り

間が２年未満であっても可とすることを原則とすべき。 消費者全体の利益擁護のための差

・「２年以上」は最低限必要（例外は認めるべきでない）。 止請求権を担うにふさわしい実質を

備えた団体である必要があり、「原

則二年以上」の活動実績が必要と考

えられます。

（３）体制及び業務規程（法第13条第３項第３号関

係）

ア 体制

・組織及び人員等の整備に加え、申請団体自体 ・社員数を斟酌することは不適当。より少数の社員数でも可とした ○ 原案通り
の社員数についても、少なくとも１００人存在 り、申請団体自体の社員数だけでなく社員である団体の構成員 差止請求関係業務の遂行に当たっ

していることを体制整備の一つの目安として斟 数も斟酌すべき。 ては、相当数の者の関与を確保する

酌 ・多数の目を通すことで業務の正確性、適格性、透明性が担保され ことで業務の適正、透明性が担保さ

るため、社員数100人以上の存在は不可欠。 れると考えられ、この場合、適格団

体の最高の意思決定機関である総会

での議決権を有する申請団体自体の

社員（法律上の社員）であることが

必要と考えられます。

我が国の消費者団体の現状を踏ま

えつつ、「社員数１００人以上」と

しましたが、これは目安であり、社

員数が１００人に満たないからとい

って、直ちに不認定とするものでは

ありません。
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イ．業務規程

・適格団体は情報の公表の方法を含め差止請求 ・適格団体は、内閣府・国民生活センターが行う判決等の周知・公 ○ 原案通り
関係業務の実施の方法を業務規程に記載し、内 表の前に、自主的に相手方事業者の情報を公表する場合には、無 業務規程に盛り込まれる公表の基

閣府は適切な内容であるか審査 用な風評被害を惹起しないよう、自らの業務規程中に慎重な基準を 準が適切な内容であるか、適切に審

規定すべき（ガイドライン自体は評価。適格団体による制度の濫用 査します。

が生じないような監督を政府に要請。）。

（４）理事及び理事会（法第13条第３項第４号関

係）

・常任理事会などへの委任も禁止 ・緊急性を要する場合等について、常任理事会への委任が認めら ○ 原案通り
れるべき。 「理事その他の者に委任されてい

ないこと」と法律に特段の限定を付

すことなく規定されており、常任理

事会への委任も禁止されています。

（６）経理的基礎（法第13条第３項第６号関係）

・業務の安定性及び継続性を確保する限度にお ・一定額以上の基本財産の自己保有に限定せず、総合判断 ○ 原案を一部修正（修正後の（６）経

ける経理面での基礎が確立しているか否かを総 としていることは妥当。 理的基礎（法第13条第３項第６号関

合的に判断 ・独立事務所や専任職員の雇用を必要とすべきではな 係）イ申請書の添付書類）

い。 一定額以上の基本財産が必要、雇用

・事務所運営等の確保のため一定の財政支援を規定すべ が必要等という形で限定はせず、総合

き。 判断することは原案通りです。なお、

総合判断といっても、収支の見込みと

算出根拠はもとより具体的に記載して

頂く必要があります。こうした見地か

ら、「弁護士報酬、事務所の賃料」

等収支の総合判断の諸要素として記

載して頂くべき事項を例示しまし

た。

なお、財政支援は認定、監督等に

関するガイドラインの対象ではない
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と考えますが、コメントさせて頂き

ますと、内閣府としては、制度の運

営のための基盤を整備することとし

ており、適格団体間の情報共有に資

する専用の電子掲示板の整備、判決

の周知等を行う内閣府ＨＰの整備と

ともに、制度施行後、全国６ブロッ

クで、適格消費者団体、事業者団

体、学者等を交えた意見交換ミーテ

ィングを開催し、本制度の意義・運

用状況や適格消費者団体の活動につ

いて国民一般への周知を広く行うこ

とを予定しています（１９年度）。

４．差止請求関係業務等

（４）財産上の利益の受領の禁止等（法第28条関

係）

・適格消費者団体が差止請求権の行使に係る個 ・特定の事業者からの寄附金なども一定期間禁止すべき。個別事案 ○ 原案通り
別事案とは関係なく寄附金を受領することなど と関係なく寄附金を受領する形を装う状況も考えられ、無条件に「問 法で禁止されているのは「その差

は禁止規定に該当しない 題ない例」のごとく記載するのは不適切。 止請求権の行使に関し」たものであ

り、個別事案との関係の有無など

個々の認定・判断を適切に行ってい

きます。

５．監督（４）不利益処分等（法第32条、第33条及

び第34条関係）

・適合命令・改善命令によって是正が図られる

場合には、原則として当該命令をした上で認定

の取消しを選択

・偽りにより認定を受けた場合等一定の場合に ・法人格（法第１３条第３項１号）喪失の場合も直ちに認定取消しが ○ 原案通り
は、原則として直ちに認定を取り消す なされる旨明記すべき。 解散（法人格喪失）は認定取消し

を待つまでもなく、認定が失効しま

す（法第２２条）。
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６．政党又は政治的目的のための利用（法第36

条関係）
・違反した場合は、適合命令及び改善命令等不 ・違反した場合には、認定取消しがなされ得る旨を明記すべき。 ○ 原案を一部修正（修正後の「６．政
利益処分の対象 党又は政治的目的のための利用（法

第３６条関係）エ法第３６条の規定に
違反する場合等の取扱い」）

原案の「不利益処分」には元々

「認定取消し」が含まれています

が、その旨明記することとします。

なお、この場合も、「５．監督

（４）不利益処分等（法第３２条、

第３３条及び第３４条関係）」の基

準に沿って、不利益処分等の選択を

行うことになります。
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○
内
閣
府
令
第
十
七
号

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
費
者
契
約
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍
晋
三

消
費
者
契
約
法
施
行
規
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
消
費
者
契
約
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
。

（
特
定
の
事
業
者
の
関
係
者
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
十
三
条
第
三
項
（
法
第
十
七
条
第
六
項
、
法
第
十
九
条
第
六
項
及
び
法
第
二
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
号
ロ

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。

(1)

一

二
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
方
の
事
業
者
が
他
方
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
そ
の
有
す
る
自
己
の
株
式
又

は
出
資
を
除
く
。
以
下
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
総
数
（
出
資
に
あ
っ
て
は
、
総
額
。
以
下
同
じ
。
）
の
二
分
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の
一
以
上
の
株
式
（
出
資
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
（
出
資
に
あ
っ
て
は
、
金
額
。
以
下
同
じ
。
）
を
直
接
又
は
間

接
に
保
有
す
る
関
係

二

二
の
事
業
者
が
同
一
の
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
株
式
の
数
を

直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
関
係
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
の
事
業
者
の
関
係
（
第
一
号
に
掲
げ
る
関
係
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
事
業
者
が
他
方
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
株
式

の
数
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
一
方
の
事
業
者
の
当
該
他
方
の
事
業
者
に
係
る
直
接
保
有

の
株
式
の
保
有
割
合
（
当
該
一
方
の
事
業
者
の
有
す
る
当
該
他
方
の
事
業
者
の
株
式
の
数
が
当
該
他
方
の
事
業
者
の
発
行
済

株
式
等
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
を
い
う
。
）
と
当
該
一
方
の
事
業
者
の
当
該
他
方
の
事
業
者
に
係
る
間
接
保
有
の
株

式
の
保
有
割
合
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
合
計
割
合
）
を
い
う
。
）
と
を
合
計
し
た
割
合
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

一

当
該
他
方
の
事
業
者
の
株
主
等
（
株
主
又
は
合
名
会
社
、
合
資
会
社
若
し
く
は
合
同
会
社
の
社
員
そ
の
他
法
人
の
出
資
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者
を
い
う
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
株
式
の
数
が
当

該
一
方
の
事
業
者
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当
該
他
方
の
事
業
者
の
株
式
の

数
が
当
該
他
方
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

二

当
該
他
方
の
事
業
者
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
同
号
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
を
除
く

。
）
と
当
該
一
方
の
事
業
者
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
者
と
発
行
済
株
式
等
の
所
有
を
通
じ
て
連
鎖
関
係
に
あ
る
一
又
は
二
以

上
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
資
関
連
法
人
」
と
い
う
。
）
が
介
在
し
て
い
る
場
合
（
出
資
関
連
法
人
及
び
当

該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
株
式
の
数
を
当
該
一
方
の
事
業
者

又
は
出
資
関
連
法
人
（
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
株
式
の
数
が
当
該
一
方
の
事
業
者
又
は
他
の
出

資
関
連
法
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

当
該
株
主

等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当
該
他
方
の
事
業
者
の
株
式
の
数
が
当
該
他
方
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
の
う
ち
に

占
め
る
割
合
（
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ
れ

ぞ
れ
計
算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）
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３

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
の
関
係
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ロ

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

(1)

一

当
該
事
業
者
及
び
そ
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
る
者

二

過
去
二
年
間
に
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者

５

法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ロ

に
掲
げ
る
要
件
の
判
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

(1)

事
由
に
よ
り
当
該
要
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
遅
滞
な
く
当
該
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
要
件
を
継
続
し
て
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
事
業
の
区
分
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ロ

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
業
の
区
分
は
、
統
計
調
査
に
用
い
る
産
業
分
類
並
び
に

(2)

疾
病
、
傷
害
及
び
死
因
分
類
を
定
め
る
政
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分
類
の
名
称
及
び
分
類
表
を
定
め
る
等
の

件
（
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号
）
に
定
め
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分
類
○
一
―
農
業
か
ら
中
分

類
七
九
―
協
同
組
合
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
ま
で
及
び
中
分
類
八
一
―
学
術
・
開
発
研
究
機
関
か
ら
中
分
類
九
九
―

分
類
不
能
の
産
業
ま
で
に
属
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
当
該
各
中
分
類
に
よ
り
分
類
す
る
も
の
と
し
、
中
分
類
八
〇
―
専
門
サ
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ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
に
属
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
中
分
類
八
〇
―
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
）
（
法
律
事
務
所
及
び
司
法
書
士
事
務
所
に
限
る
。
）
と
中
分
類
八
〇
―
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な

い
も
の
）
（
法
律
事
務
所
及
び
司
法
書
士
事
務
所
を
除
く
。
）
と
に
分
類
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が

、
事
業
活
動
の
態
様
等
を
勘
案
し
、
差
止
請
求
関
係
業
務
の
公
正
か
つ
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認

め
て
別
の
区
分
を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
区
分
と
す
る
。

２

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ロ

に
掲
げ
る
要
件
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(2)

（
消
費
生
活
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
に
係
る
要
件
）

第
四
条

法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
一
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。

一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年

以
上
の
者

イ

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
付
与
す
る
消
費
生
活
専
門
相
談
員
の
資
格

ロ

財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格
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ハ

財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

二

前
号
に
掲
げ
る
条
件
と
同
等
以
上
の
も
の
と
内
閣
総
理
大
臣
が
認
め
た
も
の

（
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
に
係
る
要
件
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
一
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。

一

弁
護
士

二

司
法
書
士

三

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
又
は
大
学
院
に
お
い
て
民
事
法

学
そ
の
他
の
差
止
請
求
の
要
否
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
に
関
す
る
科
目
を
担
当
す
る
教
授
又
は
准
教
授
の
職
に

あ
る
者

四

前
各
号
に
掲
げ
る
条
件
と
同
等
以
上
の
も
の
と
内
閣
総
理
大
臣
が
認
め
た
も
の

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
六
条

法
第
十
三
条
第
四
項
（
法
十
七
条
第
六
項
、
法
第
十
九
条
第
六
項
及
び
法
第
二
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
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合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

差
止
請
求
関
係
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
の
利
益
の
た
め
に
差
止
請
求
権
を
行
使
す
る
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ロ

イ
の
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
消
費
者
の
被
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
係
る
業
務
（
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
消
費
者
被
害
情
報
収
集
業
務
」
と
い
う
。
）
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ハ

消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
に
資
す
る
差
止
請
求
権
の
行
使
の
結
果
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
係
る
業
務
（
第

二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
差
止
請
求
情
報
提
供
業
務
」
と
い
う
。
）
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ニ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
検
討
を
行
う
部
門
に
お
け
る
専
門
委
員
か
ら
の
助
言
又
は
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
措

置
及
び
役
員
、
職
員
又
は
専
門
委
員
が
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
で
あ
る
事
業
者
等
と
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場

合
の
措
置
そ
の
他
業
務
の
公
正
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項

ホ

適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
方
法
に
関
す
る
事
項

ヘ

そ
の
他
必
要
な
事
項

二

適
格
消
費
者
団
体
相
互
の
連
携
協
力
に
関
す
る
事
項
（
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
通
知
及
び
報
告
の
方
法
に
関
す
る
事
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項
並
び
に
第
十
七
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
当
該
通
知
及
び
報
告
の
方
針
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

三

役
員
及
び
専
門
委
員
の
選
任
及
び
解
任
そ
の
他
差
止
請
求
関
係
業
務
に
係
る
組
織
、
運
営
そ
の
他
の
体
制
に
関
す
る
事

項
四

差
止
請
求
関
係
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
管
理
及
び
秘
密
の
保
持
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五

法
第
三
十
条
の
帳
簿
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

六

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
調
査
を
行
う
者
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七

法
第
三
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
の
方
法
に
関
す
る
事
項

八

そ
の
他
差
止
請
求
関
係
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
認
定
の
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条

法
第
十
四
条
（
法
第
十
七
条
第
六
項
、
法
第
十
九
条
第
六
項
及
び
法
第
二
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
一
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

電
話
番
号
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

二

法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
事
務
所
の
電
話
番
号
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
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（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
八
条

法
第
十
四
条
第
二
項
第
六
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
役
員
、
職
員
及
び
専
門
委
員
の
電
話
番
号
そ
の
他

の
連
絡
先
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
第
二
項
第
十
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書

二

役
員
及
び
専
門
委
員
の
住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
、
申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ

た
も
の

イ

当
該
役
員
又
は
専
門
委
員
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ロ

当
該
役
員
又
は
専
門
委
員
が
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
な
い
者
で
あ
り
、
か
つ
、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外

国
人
登
録
原
票
の
記
載
内
容
を
証
明
す
る
市
町
村
（
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
区
）
の
長
が
発
給
す
る
文
書
又
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は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ハ

当
該
役
員
又
は
専
門
委
員
が
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
役
員
又
は
専
門
委
員
の

住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
権
限
の
あ
る
官
公
署
が
発
給
す
る
文
書
（
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

翻
訳
者
を
明
ら
か
に
し
た
訳
文
を
添
付
し
た
も
の
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

三

理
事
の
構
成
が
法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ロ

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書

(1)

(2)

類
（
次
に
掲
げ
る
事
項
の
説
明
を
含
む
。
）

イ

各
理
事
が
、
事
業
者
及
び
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
る
者
又
は
過
去
二
年
間
に
事
業
者
及
び
そ
の
役
員
若
し
く

は
職
員
で
あ
っ
た
者
（
ハ
に
お
い
て
「
過
去
の
関
係
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
か
否
か
並
び
に
該
当
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
事
業
者
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
各
理
事
の
関
係
す
る
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
、
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
行
う
事
業
の
内
容

ロ

各
理
事
の
関
係
す
る
事
業
者
の
間
の
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
別
の
関
係
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

ハ

各
理
事
の
関
係
す
る
事
業
者
の
行
う
事
業
が
属
す
る
業
種
（
当
該
事
業
者
が
二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
主
要
な
事
業
が
属
す
る
業
種
及
び
各
理
事
が
担
当
す
る
事
業
が
属
す
る
業
種
（
各
理
事
が
過
去
の
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関
係
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
理
事
が
直
近
に
お
い
て
担
当
し
て
い
た
事
業
で
現
に
当
該
事
業
者
が
行
っ

て
い
る
も
の
が
属
す
る
業
種
）
）

ニ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ロ
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
に
係
る
各

理
事
の
関
係
す
る
事
業
者
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

専
門
委
員
が
第
四
条
及
び
第
五
条
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
公
告
の
方
法
）

第
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
（
法
第
十
七
条
第
六
項
、
法
第
十
九
条
第
六
項
及
び
法
第
二
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
並
び
に

同
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
つ
い
て
、
内
閣
府
の
掲
示
板
へ
の
掲
示
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
示
の
方
法
）

第
十
条

法
第
十
六
条
第
一
項
（
法
第
十
七
条
第
六
項
、
法
第
十
九
条
第
六
項
及
び
法
第
二
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
第
二
十
九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
第
十
九
条
第
八
項
、
法
第
二
十
条
第
八
項
、
法
第
二
十
一
条
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第
二
項
、
法
第
三
十
四
条
第
五
項
及
び
法
第
三
十
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
う
。

（
適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
旨
の
掲
示
）

第
十
一
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
「
適
格
消
費
者
団
体
」
の
文
字
に

つ
い
て
、
そ
の
事
務
所
の
入
口
又
は
受
付
の
付
近
の
見
や
す
い
場
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第

十
一
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
し
た
内
容

三

変
更
の
年
月
日

四

変
更
を
必
要
と
し
た
理
由
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２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

変
更
後
の
事
項
を
記
載
し
た
当

該
書
類

二

法
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
の
変
更
に
伴
い
第

八
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
に
変
更
を
生
じ
た
場
合

変
更
後
の
内
容
に
係
る
当
該
書
類
（
第
八
条
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
役
員
又
は
専
門
委
員
が
新
た
に
就
任
し
た
場
合
（
再
任
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）

３

法
第
十
八
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
第
七
号
の
書
類
に
記
載
し
た
事
項
の
変
更
の

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
法
人
の
社
員
（
個
人
に
限
る
。
）
の
数
の
変
更
（
そ
の
変
更
後
の
数
が
、
法
第
十
三
条
第
一

項
の
認
定
、
法
第
十
七
条
第
二
項
の
有
効
期
間
の
更
新
又
は
法
第
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
法
第
二
十
条
第
三
項
の
認
可

を
受
け
た
と
き
、
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
又
は
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し

た
と
き
の
社
員
（
個
人
に
限
る
。
）
の
数
の
う
ち
最
近
の
も
の
よ
り
も
十
分
の
一
以
上
増
加
し
、
又
は
減
少
し
た
場
合
の
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当
該
変
更
を
除
く
。
）

二

社
員
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
構
成
員
の
数
の
変
更

（
通
知
及
び
報
告
の
方
法
等
）

第
十
三
条

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
書
面

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
法
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
訴
状
若
し
く
は
申
立
書
、
判
決
書
若
し
く
は
決
定
書
、
請
求
の
放
棄
若
し
く
は
認
諾
、
裁
判

上
の
和
解
又
は
調
停
の
調
書
、
仲
裁
判
断
書
、
準
備
書
面
そ
の
他
そ
の
内
容
を
示
す
書
面
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「

内
容
を
示
す
書
面
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
添
付
し
た
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
報
告
（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
は
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
旨
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二

当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日

三

第
十
六
条
第
三
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律

第
百
九
号
）
第
二
百
六
十
五
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
相
手
方
で
あ
る
事

業
者
等
と
の
間
で
成
立
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
和
解
又
は
調
停
に
お
け
る
合
意
の
内
容

４

前
項
に
規
定
す
る
「
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
日
を

い
う
。

一

第
十
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

場
合
を
除
く
。
）

口
頭
弁
論
等
の
期
日
（
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
口
頭
弁
論
等
の
期
日
を

い
う
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

第
十
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
四
条
の
規
定
に
基

づ
き
裁
判
所
又
は
受
命
裁
判
官
若
し
く
は
受
託
裁
判
官
か
ら
提
示
さ
れ
た
和
解
条
項
案
を
受
諾
す
る
旨
の
書
面
を
提
出
し

よ
う
と
す
る
と
き

当
該
書
面
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
日

三

第
十
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
口
頭
弁
論
等
の
期
日
に
出
頭
し
て
前
号
の
和
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解
条
項
案
を
受
諾
し
よ
う
と
す
る
と
き

当
該
口
頭
弁
論
等
の
期
日

四

第
十
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
五
条
第
一
項
の
申

立
て
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

当
該
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
日

五

第
十
六
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

口
頭
弁
論
等
の
期
日
又
は
期
日
外
に

お
い
て
そ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日

六

第
十
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

当
事
者
間
で
合
意
を
し
よ
う
と
す
る
調
停
の
期
日

七

第
十
六
条
第
八
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

仲
裁
廷
に
対
し
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十

八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
日

５

第
三
項
の
通
知
及
び
報
告
の
後
、
確
定
判
決
及
び
こ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
ま
で
に
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
そ
の
変
更
が
客
観
的
に
明
白
な
誤
記
、
誤
植
又
は
脱
字
に
係
る
も
の
そ

の
他
の
内
容
の
同
一
性
を
失
わ
な
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
都
度
、
変
更
後
の
事
項
を
記
載
し

た
書
面
に
よ
り
、
改
め
て
通
知
及
び
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。
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（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
報
告
事
項
）

第
十
四
条

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
事
業
者
等
か
ら
、
法
第
二
十
三
条
第
四
項
第
四
号
か
ら

第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
行
為
に
関
連
し
て
法
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
当
該
事
業

者
等
の
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
っ
た
旨
の
連
絡
を
受
け
た

場
合
に
お
け
る
そ
の
内
容
及
び
実
施
時
期
に
係
る
情
報
（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
「
改
善
措
置
情
報
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
通
知
及
び
報
告
に
係
る
電
磁
的
方
法
を
利
用
す
る
措
置
）

第
十
五
条

法
第
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
内
閣
総
理
大
臣
が
電
磁
的
方
法
を
利
用
し

て
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が

管
理
す
る
電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
に
法
第
二
十
三
条
第
四
項
前
段
に
規
定
す
る
事
項
、
第
十
三
条
第
二
項
の
内
容
を
示

す
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
及
び
第
十
三
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
を
記
録
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
内
閣
総
理
大
臣
が
当
該
情
報
を

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報
を
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
内
閣
総
理

大
臣
が
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
式
の
も
の
と
す
る
。
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２

適
格
消
費
者
団
体
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
又
は
、
同
時
に
、
当
該
措
置
を
講
じ
る
旨
又
は

講
じ
た
旨
を
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
た
め
の
電
子
メ
ー
ル
を
、
内
閣
総
理
大
臣
が
あ

ら
か
じ
め
指
定
し
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
あ
て
に
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
通
知
及
び
報
告
が
第
一
項
の
措
置
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
管
理
に
係
る

電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
内
閣
総
理
大
臣
に
到
達
し
た
も
の

と
み
な
す
。

（
差
止
請
求
に
関
す
る
手
続
に
係
る
行
為
）

第
十
六
条

法
第
二
十
三
条
第
四
項
第
十
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続
に
係
る
行
為
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

請
求
の
放
棄

二

請
求
の
認
諾

三

裁
判
上
の
和
解

四

民
事
訴
訟
法
第
二
百
八
十
四
条
（
同
法
第
三
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
利
の

放
棄
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五

控
訴
を
し
な
い
旨
の
合
意
又
は
上
告
を
し
な
い
旨
の
合
意

六

控
訴
、
上
告
又
は
民
事
訴
訟
法
第
三
百
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
の
取
下
げ

七

調
停
に
お
け
る
合
意

八

仲
裁
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て

第
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
四
項
第
十
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続
に
係
る
行
為
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

訴
状
（
控
訴
状
及
び
上
告
状
を
含
む
。
）
の
補
正
命
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
補
正
又
は
却
下
命
令

二

前
号
の
却
下
命
令
に
対
す
る
即
時
抗
告
、
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
若
し
く
は
そ
の
即
時
抗
告
に
対
す
る
抗
告
裁

判
所
の
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
又
は
こ
れ
ら
の
抗
告
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

三

再
審
の
訴
え
の
提
起
若
し
く
は
第
一
号
の
却
下
命
令
で
確
定
し
た
も
の
に
対
す
る
再
審
の
申
立
て
又
は
そ
の
再
審
の
訴

え
若
し
く
は
再
審
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

四

前
号
の
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
、
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
若
し
く
は
そ
の
即
時
抗
告
に
対
す
る
抗
告
裁
判
所

の
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
又
は
こ
れ
ら
の
抗
告
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

五

再
審
開
始
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
お
け
る
本
案
の
裁
判
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六

仲
裁
判
断
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

七

前
号
の
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
、
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
若
し
く
は
そ
の
即
時
抗
告
に
対
す
る
抗
告
裁
判
所

の
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
又
は
こ
れ
ら
の
抗
告
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

八

保
全
異
議
又
は
保
全
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

九

前
号
の
決
定
に
対
す
る
保
全
抗
告
又
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

十

訴
え
の
変
更
、
反
訴
の
提
起
又
は
中
間
確
認
の
訴
え
の
提
起

十
一

附
帯
控
訴
又
は
附
帯
上
告
の
提
起

十
二

移
送
に
関
す
る
決
定
の
告
知

十
三

前
号
の
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
、
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
若
し
く
は
そ
の
即
時
抗
告
に
対
す
る
抗
告
裁
判

所
の
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
若
し
く
は
許
可
抗
告
又
は
こ
れ
ら
の
抗
告
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知

十
四

請
求
の
放
棄
若
し
く
は
認
諾
、
裁
判
上
の
和
解
、
調
停
に
お
け
る
合
意
又
は
仲
裁
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
和
解
の

効
力
を
争
う
手
続
の
開
始
又
は
当
該
手
続
の
終
了

十
五

攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
の
提
出
そ
の
他
の
差
止
請
求
に
関
す
る
手
続
に
係
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
適
格
消
費
者
団
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体
が
差
止
請
求
権
の
適
切
な
行
使
又
は
適
格
消
費
者
団
体
相
互
の
連
携
協
力
を
図
る
見
地
か
ら
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の

通
知
及
び
報
告
を
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
も
の

（
伝
達
の
方
法
）

第
十
八
条

法
第
二
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
内
閣
総
理
大
臣
が
電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
に
置
く
措
置

二

書
面
の
写
し
の
交
付
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
適

当
と
認
め
る
方
法

（
伝
達
事
項
）

第
十
九
条

法
第
二
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報

の
公
表
を
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
と
す
る
。

（
差
止
請
求
関
係
業
務
を
行
う
に
当
た
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
）

第
二
十
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

弁
護
士
の
資
格
そ
の
他
の
自
己
の
有
す
る
資
格

二

法
第
二
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
差
止
請
求
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
請
求
の
要
旨
及
び
紛
争
の
要
点

（
業
務
及
び
経
理
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
二
十
一
条

法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
及
び
経
理
に
関
す
る
帳
簿
書
類
と
は
、
次
に
掲
げ
る
帳
簿

書
類
と
す
る
。

一

差
止
請
求
権
の
行
使
に
関
し
、
事
業
者
等
と
の
交
渉
の
経
過
を
記
録
し
た
も
の

二

差
止
請
求
権
の
行
使
に
関
し
、
適
格
消
費
者
団
体
が
訴
訟
、
調
停
、
仲
裁
、
和
解
、
強
制
執
行
、
仮
処
分
命
令
の
申
立

て
そ
の
他
の
手
続
の
当
事
者
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
概
要
及
び
結
果
を
記
録
し
た
も
の

三

消
費
者
被
害
情
報
収
集
業
務
の
概
要
を
記
録
し
た
も
の

四

差
止
請
求
情
報
提
供
業
務
の
概
要
を
記
録
し
た
も
の

五

前
各
号
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
に
用
い
た
関
係
資
料
の
つ
づ
り

六

理
事
会
の
議
事
録
並
び
に
法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
検
討
を
行
う
部
門
に
お
け
る
検
討
の
経
過
及
び
結
果
等
を
記

録
し
た
も
の
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七

会
計
簿

八

会
費
、
寄
附
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
本
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
号
に
お
い
て
「
会
費
等
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
納
入
、
寄
附
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
本
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
号
イ

及
び

(3)

(4)

に
お
い
て
「
納
入
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
（
納
入
等
を
し
た
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
団
体
の
業
務
の
種
類
）
並
び

に
当
該
会
費
等
の
金
額
及
び
納
入
等
の
年
月
日
並
び
に
会
費
等
に
つ
い
て
定
め
た
定
款
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
の
規
定
（
第
二
十
五
条
第
一
号
イ

に
お
い
て
「
会
費
等
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
を
記
録
し
た
も
の

(2)

九

法
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
財
産
上
の
利
益
の
受
領
に
つ
い
て
記
録
し
た
も
の

２

適
格
消
費
者
団
体
は
、
前
項
各
号
の
帳
簿
書
類
を
、
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五
年

間
当
該
帳
簿
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
を
行
う
者
の
選
任
等
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
調
査
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の

者
の
職
業
及
び
経
歴
、
そ
の
者
の
有
す
る
資
格
、
適
格
消
費
者
団
体
と
の
利
害
関
係
の
有
無
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
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て
同
項
に
規
定
す
る
学
識
経
験
を
有
し
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
当
該
適
格
消
費
者
団
体

の
役
員
、
職
員
若
し
く
は
専
門
委
員
又
は
過
去
二
年
間
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
当
該
適
格

消
費
者
団
体
が
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

２

適
格
消
費
者
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
実
施
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
調
査
実
施
者
と
の
間

で
、
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
並
び
に
当
該
調
査
の
方
法
及
び
結
果
が
記
載
さ
れ
た
調
査
報
告
書
の
提

出
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

調
査
契
約
に
は
、
適
格
消
費
者
団
体
は
、
調
査
実
施
者
が
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
必
要
な
限
度
で
質
問
を
し
若
し
く
は
報
告
を
求
め
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

調
査
実
施
者
は
、
調
査
契
約
の
履
行
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
、
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い

て
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
）
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第
二
十
三
条

適
格
消
費
者
団
体
は
、
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
書
類
を
、
五
年
間
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
職
員
等
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
四
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

前
事
業
年
度
に
お
け
る
報
酬
の
有
無

二

当
該
役
員
、
職
員
及
び
専
門
委
員
に
つ
い
て
業
務
規
程
に
定
め
る
役
員
、
職
員
又
は
専
門
委
員
が
差
止
請
求
に
係
る
相

手
方
で
あ
る
事
業
者
等
と
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
の
内
容

（
経
理
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

す
べ
て
の
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
会
費
等
、
事
業
収
入
、
借
入
金
、
そ
の
他
の
収
入
別
の
金
額
並
び
に
次
に

掲
げ
る
事
項

イ

会
費
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
当
該
種
類
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項

総
額

(1)

会
費
等
関
係
規
定

(2)



- 26 -

納
入
等
を
し
た
者
の
総
数
及
び
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
別

(3)

納
入
等
を
し
た
者
（
そ
の
納
入
等
を
し
た
会
費
等
の
金
額
の
事
業
年
度
中
の
合
計
額
が
五
万
円
を
超
え
る
者
に
限

(4)
る
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
会
費
等
の
金
額
並
び
に
納
入
等
の
年
月
日

ロ

事
業
収
入
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
当
該
種
類
ご
と
の
金
額
並
び
に
当
該
種
類
ご
と
の
収
入
の
生
ず
る

取
引
に
つ
い
て
、
取
引
金
額
の
最
も
多
い
も
の
か
ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
第
一
順
位
か

ら
第
五
順
位
ま
で
の
取
引
に
係
る
取
引
先
、
取
引
金
額
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ハ

借
入
金
に
つ
い
て
は
、
借
入
先
及
び
当
該
借
入
先
ご
と
の
金
額

二

す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
支
出
の
生
ず
る
取
引
に
つ
い
て
、
取
引
金
額
の
最
も
多
い
も
の
か
ら
順
次

そ
の
順
位
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
第
一
順
位
か
ら
第
五
順
位
ま
で
の
取
引
に
係
る
取
引
先
、
取
引
金
額
そ
の

他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
二
十
六
条

法
第
三
十
一
条
第
四
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙

面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。



- 27 -

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
一
条
第
四
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
適
格
消

費
者
団
体
が
業
務
規
程
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

適
格
消
費
者
団
体
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
法
第
三
十
一
条
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
請
求
を
し
た
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
請
求
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
請
求
者
に
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
請
求
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
表
す
る
情
報
）

第
二
十
八
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
判
決
又
は
裁
判
外
の
和
解
に
関
す
る
改
善
措
置
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情
報
の
概
要
と
す
る
。

第
二
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
必
要
な
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

法
第
十
六
条
第
一
項
、
法
第
十
九
条
第
八
項
、
法
第
二
十
条
第
八
項
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
、
法
第
三
十
四
条
第
五

項
及
び
法
第
三
十
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
事
項
に
係
る
情
報

二

次
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
係
る
情
報

イ

法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類

ロ

定
款
又
は
寄
附
行
為

ハ

業
務
規
程

ニ

差
止
請
求
関
係
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

（
情
報
の
提
供
の
請
求
）

第
三
十
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
又
は
地
方
公
共
団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
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二

対
象
と
な
る
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

申
請
理
由

四

提
供
さ
れ
る
情
報
の
利
用
目
的
並
び
に
当
該
情
報
の
管
理
の
方
法
及
び
当
該
情
報
を
取
り
扱
う
者
の
範
囲

五

希
望
す
る
情
報
提
供
の
範
囲

六

希
望
す
る
情
報
提
供
の
実
施
の
方
法

２

前
項
第
三
号
の
申
請
理
由
に
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
が
収
集
し
た
情
報
の
概
要
そ
の
他
の
申
請
を
理
由
づ
け
る
事
実

等
を
具
体
的
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
請
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
情
報
の
う
ち
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

４

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
情
報
の
提
供
を
す
る
に
際
し
て
は
、
当
該
消
費
生
活
相
談

に
関
す
る
情
報
が
消
費
者
の
申
出
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
関
係
が
必
ず
し
も
確
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
旨
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。
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５

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
情
報
の
提
供
を
す
る
に
際
し
て
は
、
利
用
目
的
を
制
限
し

、
提
供
さ
れ
た
情
報
の
活
用
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
情
報
が
、
法
第
四
十
条
第
二
項
の

規
定
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
付
そ
う
と
す
る
制
限
又
は
条
件
に
違
反
し
て
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
情
報
を
提
供
し
な
い
も
の
と
す
る
。

７

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
情
報
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
生
活
相
談
に
係
る
消

費
者
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
等
が
提
供
す
る
情
報
）

第
三
十
一
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

消
費
生
活
相
談
に
関
す
る
情
報
で
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス

テ
ム
（
消
費
者
の
被
害
に
迅
速
に
対
処
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
公
共
団
体
が
、
オ
ン

ラ
イ
ン
処
理
の
方
法
に
よ
り
、
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
を
蓄
積
し
、
及
び
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
独
立
行
政
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法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
管
理
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
蓄
積
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
全

国
又
は
複
数
の
都
道
府
県
を
含
む
区
域
を
単
位
と
し
た
情
報
（
都
道
府
県
別
の
情
報
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
情
報
を
除
く

。
）

二

地
方
公
共
団
体

消
費
生
活
相
談
に
関
す
る
情
報
で
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
に
蓄
積
さ
れ
た

も
の
の
う
ち
、
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
提
供
（
都
道
府
県
を
経
由
し
て
行
わ
れ

る
提
供
を
含
む
。
）
さ
れ
た
情
報
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
当
該
地
方
公
共
団
体
に
係
る
情
報
」
と
い
い
、
他
の
地
方
公

共
団
体
か
ら
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
提
供
（
都
道
府
県
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
提
供
を
含
む
。
）
さ
れ
た

情
報
の
う
ち
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
地
方
公
共
団
体
に
係
る
情
報
と
併
せ
て
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
認
め
、
か
つ
、
当
該
他
の
地
方
公
共
団
体
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
含

む
。
）

２

前
条
及
び
前
項
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
法
以
外
の
法
令
（
条
例
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
情
報
以
外
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
書
面
の
記
載
事
項
）
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第
三
十
二
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

電
話
番
号
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号

三

事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

請
求
の
年
月
日

五

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
請
求
で
あ
る
旨

六

請
求
の
要
旨
及
び
紛
争
の
要
点

２

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
請
求
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
、
訴
え
を
提
起
し
、
又
は
仮
処
分
命
令
を
申
し
立
て
る
場
合

に
お
け
る
当
該
訴
え
を
提
起
し
、
又
は
仮
処
分
命
令
を
申
し
立
て
る
予
定
の
裁
判
所
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
訴
訟
手
続
の
中
止
に
係
る
通
知
）

第
三
十
三
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
を
当
事
者
と
す
る
法
第
十
二
条
第
五

項
第
二
号
本
文
の
確
定
判
決
等
の
内
容
を
証
す
る
書
面
の
写
し
（
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
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に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
う
ち
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
係
る
も
の
を
出
力
す
る
こ

と
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
書
面
）
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年

六
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


